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地域における受入環境整備促進事業補助金交付要綱 

 

平成２８年２月２９日 観 観 産 第 ６ ９ ０ 号 

平成２８年４月１１日 国 総 支 第 ２ 号 

国 鉄 都 第 ６ 号 － １ 

国 鉄 事 第 ９ 号 

国 自 旅 第 ５ 号 

国 海 内 第 ２ 号 

観 観 産 第 １ 号 

観 参 第 ６ 号 

平成２８年６月１０日 国 総 支 第 ２ ３ 号 

国 総 物 第 １ ６ 号 

国 鉄 総 第 ５ ０ 号 

国 鉄 都 第 ３ ６ 号 

国 鉄 事 第 ７ ０ 号 

国 自 旅 第 ４ ９ 号 

国 海 内 第 ２ ７ 号 

国 港 産 第 ２ ６ 号 

国 空 ネ 企 第 ３ ４ 号 

国空事第１０８７号 

観 参 第 ４ ９ 号 

平成２８年１１月２８日 国 総 支 第 ４ ３ 号 

国 総 物 第 ６ ４ 号 

国 鉄 総 第 １ ８ ４ 号 

国 鉄 都 第 ７ ３ 号 

国 鉄 事 第 １ ９ ８ 号 

国 自 旅 第 ２ ０ ８ 号 

国 海 内 第 １ ０ ６ 号 

国 港 総 第 ３ ０ ２ 号 

国空ネ企第１２６号 

国空事第４４６３号 

観 参 第 １ ８ ６ 号 

平成２９年３月１５日 国 総 支 第 ６ １ 号 

国 総 物 第 １ ０ １ 号 

国 鉄 総 第 ２ ９ ６ 号 

国 鉄 都 第 １ ３ ２ 号 

国 鉄 事 第 ３ １ ９ 号 

国 自 旅 第 ３ ７ ８ 号 

国 海 内 第 １ ７ ３ 号 

国 港 総 第 ４ ９ １ 号 

国空ネ企第１６９号 

国空事第７２５２号 

国 空 環 第 ７ ８ 号 

観 参 第 ２ ６ ６ 号 

平成３０年３月２８日 国 総 支 第 ６ ３ 号 

国 総 物 第 １ ４ ４ 号 
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国 鉄 総 第 ３ ２ ６ 号 

国 鉄 都 第 １ ７ ８ 号 

国 鉄 事 第 ２ ５ ７ 号 

国 自 旅 第 ２ ９ ５ 号 

国 海 内 第 １ ８ ８ 号 

国 港 総 第 ５ ９ ８ 号 

国空事第１０７３号 

国 空 業 第 １ ６ ６ 号 

観 観 産 第 ８ ３ ０ 号 

観 参 第 ２ ９ ５ 号 

平成３０年１０月 4 日 国 鉄 総 第 ２ ０ １ 号 

国 自 旅 第 １ ５ ９ 号 

国 海 内 第 ６ ６ 号 

国 港 総 第 ３ ４ ４ 号 

国 空 事 第 ８ ２ ７ 号 

国 官 参 空 第 ２ ３ 号 

観 参 第 ２ ７ ０ 号 

平成３１年 2 月１９日 国 総 支 第 ４ ３ 号 

国 鉄 総 第 ３ ４ ４ 号 

国 自 旅 第 ２ ３ 号 

国 海 内 第 ２ ０ ７ 号 

国空事第１４８２号 

国 官 参 空 第 ６ ３ 号 

観 観 産 第 ６ ４ １ 号 

観 参 第 ６ ０ ３ 号 

平成３１年４月２６日 国 総 支 第 １ ５ 号 

国 総 物 第 １ ４ 号 

国 鉄 総 第 ４ ６ 号 

国 鉄 都 第 ４ ０ 号 

国 鉄 事 第 ４ ４ 号 

国 自 旅 第 ３ ２ 号 

国 海 内 第 ２ ３ 号 

国 港 総 第 ６ ２ 号 

国 空 事 第 １ ４ ０ 号 

国 官 参 空 第 １ ２ 号 

観 観 産 第 ２ ２ 号 

観 参 第 １ ０ ６ 号 

令和元年６月２５日 観 参 第 ２ ８ ６ 号 

令和２年２月１３日 観 観 産 第 ７ ４ ６ 号 

観 参 第 １ ０ １ ２ 号 

令和２年３月３０日 国 総 地 第 ７ １ 号 

国 総 物 第 ６ ９ ４ 号 

国 鉄 総 第 ４ ７ ４ 号 

国 鉄 都 第 ２ ３ ０ 号 

国 鉄 事 第 ４ ３ ５ 号 

国 自 旅 第 ３ １ ７ 号 

国 海 内 第 １ ２ ２ 号 
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国 港 総 第 ６ ９ １ 号 

国官参空第１０２号 

観 観 産 第 ９ ２ ８ 号 

観 参 第 １ ２ １ ０ 号 

令和２年４月７日 国 総 地 第 ３ 号 

国 鉄 総 第 ２ 号 

国 鉄 都 第 １ ６ 号 

国 鉄 事 第 ４ 号 

国 自 旅 第 １ 号 

国 海 内 第 ２ 号 

国 海 外 第 １ 号 

国 港 総 第 ５ 号 

国 官 参 空 第 １ 号 

観 観 産 第 ２ 号 

観 参 第 ４ 号 

令和２年７月３日 国 総 地 第 ３ ８ 号 

国 総 モ 第 １ ９ 号 

国 鉄 都 第 ５ ４ 号 

国 鉄 事 第 １ ０ ４ 号 

国 自 旅 第 ８ ４ 号 

国 海 内 第 ３ ０ 号 

国 海 外 第 ７ １ 号 

国 官 参 空 第 ４ ６ 号 

観 観 産 第 ２ ３ １ 号 

観 参 第 ３ ５ ４ 号 

令和２年１１月５日 国 総 地 第 ７ ８ 号 

国 総 モ 第 ７ ４ 号 

国 鉄 総 第 ２ ７ ２ 号 

国 鉄 都 第 １ ２ １ 号 

国 鉄 事 第 ３ １ ３ 号 

国 自 旅 第 ２ ６ ５ 号 

国 海 内 第 １ ７ ４ 号 

国 海 外 第 １ ８ ０ 号 

国 港 総 第 ４ ０ ３ 号 

国 空 総 第 ６ ６ ８ 号 

観観産第１３２４号 

観 参 第 ７ ８ １ 号 

令和３年３月２日 国 総 地 第 １ ０ ０ 号 

国 鉄 総 第 ３ ９ ８ 号 

国 鉄 都 第 １ ８ ７ 号 

国 鉄 事 第 ６ ７ ０ 号 

国 自 旅 第 ４ ２ ７ 号 

国 海 内 第 ２ １ ０ 号 

国 海 外 第 ２ ８ ４ 号 

国 港 総 第 ６ ２ ３ 号 

国空総第１０５４号 

観観産第１８６５号 
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観 参 第 １ １ ２ ７ 号 

令和３年３月３０日 国 総 地 第 １ １ ６ 号 

国 鉄 総 第 ４ ７ ２ 号 

国 鉄 都 第 ２ ７ ３ 号 

国 鉄 事 第 ８ ３ ５ 号 

国 自 旅 第 ４ ９ ２ 号 

国 海 内 第 ２ ２ ９ 号 

国 海 外 第 ３ １ ５ 号 

国 港 総 第 ７ ６ ９ 号 

国空総第１１７０号 

観観産第２０４５号 

観 参 第 １ ２ ７ ０ 号 

令和４年２月８日 国 総 地 第 ５ ８ 号 

国 総 モ 第 ７ ６ 号 

国 総 物 第 ８ ２ 号 

国 鉄 総 第 ３ ５ ８ 号 

国 鉄 都 第 １ ４ １ 号 

国 鉄 事 第 ６ １ ２ 号 

国 鉄 施 第 ３ １ ６ 号 

国 自 旅 第 ４ ４ ８ 号 

国 海 内 第 ２ ５ ３ 号 

国 海 外 第 ３ ６ ７ 号 

国 港 総 第 ５ ８ ７ 号 

国空総第１０６４号 

観 観 産 第 ３ １ ９ 号 

観 参 第 ６ ２ ３ 号 

令和４年３月２２日 国 総 地 第 ８ ０ 号 

国 鉄 総 第 ４ ３ ２ 号 

国 鉄 都 第 ２ ０ ０ 号 

国 鉄 事 第 ６ ９ ３ 号 

国 自 旅 第 ５ ２ ０ 号 

国 海 内 第 ３ ０ ２ 号 

国 海 外 第 ４ １ ０ 号 

国 港 総 第 ６ ７ ８ 号 

国空総第１２５８号 

観 観 産 第 ４ ４ ３ 号 

観 参 第 ７ ５ ２ 号 

令和５年２月８日 国 総 地 第 ８ ３ 号 

国 総 モ 第 ９ ９ 号 

国 鉄 総 第 ３ ９ ４ 号 

国 鉄 都 第 １ ３ ５ 号 

国 鉄 事 第 ６ ２ ９ 号 

国 鉄 施 第 ２ ５ ２ 号 

国 自 旅 第 ４ ２ ０ 号 

国 海 内 第 １ １ ９ 号 

国 海 外 第 ３ ６ ４ 号 

国 港 総 第 ６ ０ ２ 号 
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国空総第１０６８号 

観 観 産 第 ４ ８ １ 号 

観 参 第 ６ ３ １ 号 

令和５年３月２８日 国 総 地 第 １ ０ １ 号 

国 鉄 総 第 ４ ７ ６ 号 

国 鉄 都 第 ２ ０ ９ 号 

国 鉄 事 第 ８ １ ０ 号 

国 自 旅 第 ５ ２ ０ 号 

国 海 内 第 ２ ３ ７ 号 

国 海 外 第 ４ ３ ７ 号 

国 港 総 第 ７ ２ ３ 号 

国空総第１２８６号 

観 観 産 第 ５ ５ ７ 号 

観 参 第 ７ ３ ２ 号 

令和６年１月１１日 国 総 地 第 １ ０ ６ 号 

国 鉄 事 第 ５ ５ ４ 号 

国 自 旅 第 ２ ２ ９ 号 

観 参 第 １ ２ ０ ０ 号 

令和６年１月１５日 国 空 総 第 ８ ９ ８ 号 

観観産第２２５４号 

観 参 第 １ ４ ２ ９ 号 

令和６年 3 月２９日 国 総 地 第 １ ５ ３ 号 

国 鉄 総 第 ４ １ ０ 号 

国 鉄 都 第 ２ １ ４ 号 

国 鉄 事 第 ９ ７ ７ 号 

国 自 旅 第 ４ １ ９ 号 

国 海 内 第 ２ ０ ５ 号 

国 海 外 第 ７ ０ ４ 号 

国 港 総 第 ８ ０ ６ 号 

国空総第１１８９号 

観観産第２８５５号 

観 参 第 １ ７ ３ ８ 号 

令和７年１月２８日 国 空 総 第 ８ ７ ９ 号 

観 観 産 第 ５ ０ ８ 号 

観 参 第 ５ ９ ０ 号 

観 参 第 ５ ８ ６ 号 

令和７年３月３１日 国 総 地 第 ２ ２ ８ 号 

国 総 モ 第 １ ０ ４ 号 

国 鉄 総 第 ５ ５ ７ 号 

国 鉄 都 第 ２ ３ ８ 号 

国 鉄 事 第 ６ ３ ９ 号 

国 自 旅 第 ３ ４ ６ 号 

国 海 内 第 ２ ９ １ 号 

国 海 外 第 ７ ４ １ 号 

国 港 総 第 ７ ８ ４ 号 

観 参 第 ７ ３ ７ 号 
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※本資料は、持続可能な観光計画の策定支援事業の抜粋版となります。 

 

目次 

第１編 共通事項（第１条－第３条） 

第７編 持続可能な観光計画の策定支援事業（第１２７条－第１４４条） 

 

第１編 共通事項 

 

第１条 地域における受入環境整備促進事業補助金（以下「補助金」という。）の交付については、予算の範囲内

において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。

以下「適正化法」という。）及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第

２５５号。以下「適正化法施行令」という。）の定めによるほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は、以下に掲げる事業を対象として補助金の交付を行うことにより、ストレスフリーで快適な

旅行を満喫できる環境及び災害など非常時においても安全・安心な旅行環境の整備を行うとともに、オーバー

ツーリズムの防止等により、地域・旅行者の双方がメリットを享受できる環境づくりも念頭に、持続可能な観

光地域づくりに資する環境整備の促進を目的とする。 

一 訪日外国人旅行者が安心して快適に滞在できる環境を整備するため、宿泊施設におけるインバウンド対応及

びバリアフリー化を実施するために要する経費の一部を助成する事業（以下「宿泊施設インバウンド対応支援

事業」という。） 

二 訪日外国人旅行者の入国から目的地までの移動を円滑に実施するために、空港、港、鉄道駅、バスターミナ

ル等の拠点、車両・移動経路・情報提供・交通サービスに係るインバウンド対応を実施する事業（以下「交通

サービスインバウンド対応支援事業」という。） 

三 訪日外国人旅行者が我が国を安心して旅行できる環境を整備するため、訪日外国人旅行者の受入れに関し一

定の体制を整えている地域又は訪日外国人旅行者の誘致等、観光振興に意欲を有する地域において、災害、急

病等の非常時における訪日外国人旅行者の安全・安心対策の推進を図る事業（以下「インバウンド安全・安心

対策推進事業」という。） 

四 オーバーツーリズムの未然防止や自然環境・文化等の地域資源の保全・活用を通じ、地域・旅行者の双方が

メリットを享受できる持続可能な観光の促進に向けた受入環境の整備を支援する事業（以下「持続可能な観光

の促進に向けた受入環境整備事業」という。） 

五 地域づくりの一環として、利便性、持続可能性及び生産性の高い地域公共交通ネットワークへの再構築を実

現するため、地域におけるまちづくり及び観光の振興に関する施策と連携して取り組む地域公共交通ネットワ

ークの形成に必要な鉄軌道・バスに係るＥＶ車両・ＧＸ/ＤＸ車両・自動運転車両等の先進的な車両であって、

訪日外国人旅行者等の利便性の向上又は観光コンテンツとしてのインバウンドの魅力向上に資する車両（以下

「インバウンド先進車両」という。）の導入を支援する事業（以下「インバウンド先進車両導入支援事業」とい

う。） 

六 日本版持続可能な観光ガイドライン（JSTS-D)の実践を通じた持続可能な観光の取組を推進するため、地域

の持続可能な観光計画の策定を支援する事業（以下「持続可能な観光計画の策定支援事業」という。） 

 

（定義） 

第３条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

一 「宿泊施設基本的ストレスフリー環境整備事業」とは、宿泊事業者（旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）

第３条第１項に規定する許可を受けた者をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

（昭和２３年法律第１２２号）第２条第６項に規定する店舗型性風俗特殊営業を営む者を除く。以下同じ。）

が、当該宿泊事業者の訪日外国人旅行者の受入能力及び生産性を向上することにより、当該宿泊事業者の宿泊
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施設の客室稼働率及び訪日外国人旅行者の宿泊者数の向上を図る事業をいう。 

二 「宿泊施設バリアフリー化促進事業」とは、宿泊事業者が、当該宿泊事業者の宿泊施設のバリアフリー化を

促進することにより、当該宿泊施設における高齢者、障害者等を含めた訪日外国人旅行者の安全・安心の確保

を図る事業をいう。 

三 「交通サービス利便向上促進事業」とは、訪日外国人旅行者等の移動に係る利便性の向上の促進を図るため

により制約の少ないシステムの導入等を行う事業及び訪日外国人旅行者等の移動に係る利便性及び安全性の向

上の促進を図るために必要な段差の解消等を行う事業をいう。 

四 「インバウンド対応型鉄軌道車両整備事業」とは、訪日外国人旅行者等の移動に係る利便性の向上の促進を

図るため、鉄軌道車両設備の整備等を行う事業をいう。 

五 「交通サービス調査事業」とは、次のいずれかに掲げる事業をいう。 

イ 訪日外国人旅行者等が移動を円滑に行うための交通サービスに関する調査に係る事業 

ロ 訪日外国人旅行者等の交通サービスの利用促進に係る事業及び当該事業の効果等の評価に係る事業 

六 「公共交通事業者」とは、次に掲げる者をいう。 

イ 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）による鉄道事業者（旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う

鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものに限る。） 

ロ 軌道法（大正１０年法律第７６号）による軌道経営者（旅客の運送を行うものに限る。） 

ハ 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）による一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運

送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、自家用有償旅客運送者（道路運送法施行規則第４９条第１号に

定める交通空白地有償運送に限る。）及びこれらの者に車両を貸与する者並びに自動車道事業者 

ニ 海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第２条第５項に規定する一般旅客定期航路事業（本邦の港と本

邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行うものを除く。以下「国内一般旅客

定期航路事業」という。）、同法第２２条第１項に規定する不定期航路事業（乗合旅客の運送をするものに

限り、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間におけるものを除く。）及び同法

第２１条第１項に規定する旅客不定期航路事業を営む者 

ホ 航空法（昭和２７年法律第２３１号）による本邦航空運送事業者 

七 市区町村とは、市町村及び特別区をいう。 

 

第７編 持続可能な観光計画の策定支援事業 

 

（補助対象事業等） 

第１２７条 大臣は、補助対象事業に必要な経費のうち、補助金交付の対象として大臣が認める経費（以下この編

において「補助対象経費」という。）について、予算の範囲内において補助対象事業者に対し補助金を交付する。 

２ 本編における補助対象事業者は、補助対象事業を行う地方公共団体、観光地域づくり法人（ＤＭＯ）等とする。 

３ 本編における補助対象経費の区分は、持続可能な観光に関する計画の策定のために要する経費とする。 

一 補助対象経費に係る消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入れ控除の対象となる消費税相当分につ

いては、補助対象としないものとする。 

また、補助対象経費に係る消費税のうち、一部又は全部について仕入控除ができない場合は、その旨を記し

た理由書を申請書に添付し、補助対象経費に係る消費税相当額も補助対象とするものとする。上記により消費

税相当額を含めて補助対象経費とした場合は、様式第１２―１２に当該補助対象事業完了年度の消費税の確定

申告書等を添付して提出するものとする。 

二 国による固有の補助金等の給付を既に受けている、受けることが確定している、又は交付対象となる可能性

がある場合には、原則として補助金の対象にはならない。 

 

（補助金の額） 

第１２８条 国が交付する補助金の額は、補助対象経費に１／２を乗じて得た額以内とし、上限額は 500 万円とす

る。 
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（補助金交付申請） 

第１２９条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、速やかに様式第１２－１による補助金交

付申請書に当該補助対象事業者が事前に策定した事業計画等を添付し、大臣に提出しなければならない。 

 

（交付の決定及び通知） 

第１３０条 大臣は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査の上、交付決定を行い、様

式第１２－２による交付決定通知書を補助対象事業者に通知するものとする。 

２ 大臣は、前項の通知に際して、必要な条件を附すことができる。 

 

（交付決定の変更等の申請） 

第１３１条 補助対象事業者は、次の各号に該当するときは、様式第１２－３による交付決定変更申請書を大臣に

提出し、その承認を受けなければならない。 

一 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、大臣が別に定める軽微な変更にあっては、この限り

でない。 

二 本編における補助対象経費の区分において配分された額を変更しようとするとき。ただし、変更を行う配分

額のいずれか低い額の１０％以内の流用増減の場合を除く。 

２ 前項第一号ただし書による軽微な変更を行ったときは、様式第１２－４による変更届を大臣に届け出なければ

ならない。 

３ 前項の規定は、第１項第２号ただし書の場合に準用する。 

 

（交付決定の変更及び通知） 

第１３２条 大臣は、前条の規定による交付決定変更申請書の提出があったときは、審査の上、交付決定の変更を

行い、様式第１２－５による交付決定変更通知書を補助対象事業者に通知するものとする。 

２ 大臣は、前項の通知に際して、必要な条件を附すことができる。 

 

（申請の取下げ） 

第１３３条 補助対象事業者は、補助金の交付の決定後、その交付の決定に係る申請の取下げをするときは、交付

決定の通知を受けた日から起算して３０日以内に、その旨を記載した書面を大臣に提出しなければならない。 

 

（状況報告） 

第１３４条 補助対象事業者は、大臣の要求があった場合には、速やかに様式第１２－６による状況報告書を大臣

に提出しなければならない。 

２ 補助対象事業者は、補助対象事業が補助対象事業年度内に完了しない見込みであるときは、状況報告書にその

理由を付して事業年度の３月１０日までに大臣に提出しなければならない。 

３ 補助対象事業者は、前項の補助対象事業の遂行状況について次事業年度第２四半期終了後、速やかに状況報告

書を大臣に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第１３５条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日から１か月を経過した日又は翌年度の４

月１０日のいずれか早い日までに様式第１２－７による完了実績報告書を大臣に提出しなければならない。ただ

し、補助対象事業の全部が交付決定年度内に完了しないときには、翌年度４月３０日までに様式第１２－８によ

る終了実績報告書を大臣に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定等） 

第１３６条 大臣は、前条本文の規定による完了実績報告書の提出を受けた場合であって、その報告に係る補助対

象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補

助金の額を確定し、様式第１２－９により補助対象事業者に通知するものとする。 
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２ 大臣は、補助対象事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付

されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。 

 

（補助金の支払い） 

第１３７条 補助金は前条第１項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、

必要があると認められる経費については、概算払することができる。 

２ 補助対象事業者は、前項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、様式第１２－１０による補助

金支払請求書を大臣に提出しなければならない。 

 

（事業の中止等） 

第１３８条 補助対象事業者は、補助対象事業の中止、廃止又は譲渡を行おうとする場合は、その旨を記載した書

面を大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

（交付決定の取り消し） 

第１３９条 大臣は、前条に定める補助対象事業の中止又は廃止の他、次の各号に掲げる場合には、第１３０条の

交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。 

一 補助対象事業者が、法令、本要綱若しくは本要綱に基づく大臣の処分又は指示に違反した場合 

二 補助対象事業者が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合 

三 補助対象事業者が、補助対象事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為を行った場合 

四 前各号に掲げる場合のほか、交付決定後に生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は一部を継続

する必要がなくなった場合  

２ 大臣は、前項の規定による交付決定の取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助

金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

３ 大臣は、第１項第１号から第３号までのいずれかに該当することにより、前項の返還を命ずる場合には、その

命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて年利１０．９５％の割合で計算した加算金の納付

を併せ命ずるものとする。 

４ 第２項の補助金の返還期限は、補助金の交付決定の取消の通知の日から２０日以内とし、期限内に納付がない

場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年利１０．９５％の割合で計算し

た延滞金を徴するものとする。 

 

（補助金の整理） 

第１４０条 補助対象事業者は、補助対象経費に係る補助金について収入及び支出に関する帳簿を備え、他の経理

と区分して補助金の使途を明らかにしておかなければならない。 

２ 補助対象事業者は、前項の帳簿とともにその内容を証する書類を整理して、補助対象事業の完了する日の属す

る年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（取得財産等の整理） 

第１４１条 補助対象事業者は、取得財産等に関する特別の帳簿を備え、その取得し、又は効用の増加した時期、

所在場所及び価格並びに取得財産等に係る補助金等の取得財産等に関する状況が明らかになるよう整理しなけれ

ばならない。 

 

（帳簿等の保存） 

第１４２条 補助対象事業者は、次の各号に掲げる帳簿等を、財産処分制限期間を経過する日までの間、保存しな

ければならない。 

一 取得財産等の得喪に関する書類 

二 取得財産等の現状把握に必要な書類及び資料類 
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（取得財産等の管理等） 

第１４３条 補助対象事業者は、取得財産等について、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意を

もって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。 

 

（取得財産等の処分の制限） 

第１４４条 補助対象事業者は、取得財産等について、財産処分制限期間を経過する日までの間、大臣の承認を受

けないで補助金の交付の目的に反して処分をしてはならない。 

２ 補助対象事業者は、前項の処分をしようとするときは、あらかじめ様式第１２－１１による財産処分承認申請

書を提出して大臣の承認を受けなければならない。 

３ 大臣は、前項の承認をしようとする場合において、交付した補助金のうち第１項の処分時から財産処分制限期

間が経過するまでの期間に相当する分を原則として返還させるとともに、さらに、当該処分により補助対象事業

者に利益が生じるときは、交付した補助金額の範囲内でその利益の全部又は一部を国に納付させることとする。 

 


